
広報みほ　平成２７年４月号広報みほ　平成２７年４月号 広報みほ　平成２７年４月号 121313

村では、「美浦村ふるさと応援寄附金」を継続して募集しています。ふるさと美浦を愛する多くの皆様
からのご支援・ご協力をお待ちしています。◇問合せ　役場企画財政課☎８８５－０３４０（内線２０８）

引き続き「美浦村ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）」を募集します！

平成２６年中に
頂いた寄附金
※寄附金の使途の
　指定先・件数・金額

～皆様のご厚志に深く感謝申し上げます

美浦村ふるさと応援寄附（ふるさと納税）
状況報告！

平成２７年度から平成２７年度から平成２７年度から

「前納報奨金制度」を
　　　　　　　廃止します
「前納報奨金制度」を
　　　　　　　廃止します
「前納報奨金制度」を
　　　　　　　廃止します

　美浦村では、平成２７年度から「前納報奨金制度」を廃止いたします。納税者の皆さまにおかれましては、
制度の廃止についてご理解くださるようお願いいたします。
　なお、これまでどおり全期分を一括して納付することもできます。今後も納期内納付にご協力をお願い
いたします。

　この制度は、税収の早期確保と納税意識の高揚を図ることを目的として創設されたもので、個人村県民
税（普通徴収）および固定資産税において、第１期納期内に全期分を一括して納付した場合に「前納報奨金」
が交付されてきたものです。

　村県民税と固定資産税の口座振替で全期前納を指定している方に、「前納報奨金制度の廃止に伴う口座振
替方法確認書」をお送りし、年４回の期別納付に変更を希望する方にご回答をお願いしています。
　ご回答がない場合や、いままでどおり全期前納による口座振替での納付を希望される方は、全期前納に
よる口座振替を継続するものとして取扱わせていただきます。

※今後も全期前納による納付の継続を希望される方は、回答をいただかなくても結構です。

◎口座振替制度の普及や平成２３年度からのコンビニ納付の導入により納税に対する利便性が向上し、税収
　の早期確保と納税意識の高揚等、所期の目的が達成されたこと。
◎個人村県民税については、給与や公的年金から税を差し引かれる「特別徴収」による納税者（全体の６５％）
　は対象とならないため、不公平感があること。

口座振替で全期前納を指定している方へ口座振替で全期前納を指定している方へ

収 納

お問合せ
役場収納課管理徴収係
☎８８５－０３４０（内）１２９

制度廃止の主な理由制度廃止の主な理由

前納報奨金制度の概要前納報奨金制度の概要

　地球温暖化が社会問題となっている中、低炭素で循環型社会の実現に向けて、環境負荷の少ない
住宅用エネルギー機器を設置する方、低公害対策車を購入する方・事業所に補助金を支給します。
　必ず着工・発注前に申請を行ってください。なお、申請額が予算額に到達した段階で本年度分の
申請受付を終了します。詳細については、来月号の広報と村ホームページをご覧ください。

《補助の対象となるものと補助額》

◇住宅用新エネルギーおよび省エネルギー機器設置
　・住宅用太陽光発電システム【１ｋｗあたり５万円・上限５ｋｗ・最大補助額２５万円】
　　＊屋根材一体型は、屋根を載せた時点で工事着工と見なします。
　・自然循環型太陽熱温水器および強制循環型太陽熱利用システム【１基あたり２万円】
　・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）【１基あたり３万円】
　・家庭用天然ガスコジェネレーション（エコウィル）【１基あたり５万円】
　・家庭用燃料電池（エネファーム）【１基あたり５万円】

◇低公害車購入
　・電気自動車（４輪以上のもの）【１台あたり１０万円】
　・プラグインハイブリッド車【１台あたり５万円】

　美
浦村地球温

暖化対策機器設置等補助金交付要綱制定　美
浦村地球温

暖化対策機器設置等補助金交付要綱制定
～申請は着工・発注前に！６月１日（月）から受付開始～

■問合せ　役場生活環境課☎８８５－０３４０（内）２１４


